
令和 ６年度　沖縄市障がい者優先顎速推進方針

１　 趣回

国等によ る障害者就労施設等か らの物砿等の調達の推進等に関する法律 （平成２４

年法律第５０号。 ぷ下 「障害者優先調達推進法」 とい う。 ）第 ９条に規定する障害者

就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、弧下の とお り方れを定め る。

２　 用語の定義

本方針において使用する用語は、障害者優先調達推ま法で使用する用語の例によ る。

３　 適用範囲

本方針の適用範囲は、 本市が発をする物品又は役務（な下 「物品等」と いう 。）の

調達 とす る。

４　 筒象 とな る障害者就労施鼈等

筒象 とな る障害者就労施取。等 は、 次の とお りと する 。な お、 本市に所在の障害者就

労施設等からの調達を優先する ものとする。

（１）障害者の日 常生垢Ｔｋび社会生垢を総合蝎に支援す るた めの法律 （平成１７年悵律

第１ ２３ 号。 ぶ下 「障害者総合支援法」 とい う。 ）に基づ く施設等

ア　 就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型）

イ　 就労移行支援事業所

ウ　 生ほ介護事業所

工　 障害者支援施設（生恬介護、就労移行支援八び就労継続支援を行う 入所施設）

オ　 加減活動支援セン ター

（２）障害者基本法（［厄和４５年法律第８４号］に基づ く助成を受けてい る小規模作業所

（３）国等に よる 障害者就ツタ施鼈等か らの物胞等の調達の推竟等に関する法律施行令

（平成２５年政令第２２号）に基づ く施設

ア　 障害者の雇用の促進等に関する法律 （日ぢ和３５年法律第１２３そ。け下「障害者

雇用促進法」 とい う。 ）に基づく子会社の事業所 （特例子会社）

イ　 重度障害者多数雇夕日事業所（①～③のをてを満たすもの）

①　障害者の雇用者数が５ 人け上

②　 障害者の割合が従業希の２０％社上

③　雇用障害者に どめ るｔ度身体障害者、加的障害者Ｒび精ネ中障害者の割合が

３０％以上

（４）障害者雇用促進法にまづ く在宅就戛粢害者Ｒび在宅就業支接目体

５　 調達する物品等の種類

障害者就労施設等が宍給で きる 物あ等と する。



６　 担葹窓口

本方針の担售窓口 は、 健康福祉部障がい福祉課（社下 「担肖課」と いう 。） とす る。

７　 調達の推進方法

（１い匹脣は、年度ご とに、前年度の調達実績等 を勘案し、肖 該年度に調まする 物品

等についての 目標をａ定す る。

（２）障害者就労施設等か らの物品等の調まに肖 たっ ては、予算のｉ自ｍな執行並びに

競争性‾ｋび透ｌ性の確保にＲ慮しつつ、地方自 治法施行令（Ｓ和２２年政令第１６ そ）

第１ ６７条の ２第 １瑕第３ そｊ．び沖縄市契約規ｍ（昭和 ５３年９１２９日 規則第１９ｔ）第３２

条第 ４項等の規定に基づく 、随意契めを維持する など、調達の推ｊｌに努め るも のと

する。

（３）障害者就労施設等か ら供給１｀能 なＳａ等 について は、 ｔａ ぎｉ ａが 肖該まほ等か らの

情報をも とに各機関へ情報提供する。

（４）障害者就労施鼈等に髱慮したＭ擔１の鼈定に努める もの とする。

（５）社！肖まは、年度ご とに、部局毎、ａｊ３ １」毎の実績を調まし、市の各機関へを供の

うえ、Ｒ注憾‾吭能と Ｒｉ２Ｓ まれる物呂等の情報の集約 を行 う。

８　 共回受注窓口 のき用
ゆ

障害者総合支援法に基づく 施鼈等に係る物脆等の情報４又集八び受発注調整に当

たっ ては、悗鶚受注窓 口である 「一般財団法人沖縄県セルフセ ンタ ー」 （※注）を

積極的に迅用 し、 発注推進を図るも のと する。

（※ を） 障害者の 自をと社会参加を促進する ため に、 障害者就労施設等の作業の

受注確保や製品等の販路拡大等 にな り祖んでいる 事業者団体で ある。

９　 調途方針‾ｋび調達実績のぬ表

（１）祖肖課 は、 水力針を策定 し又は見直し た肓は、 市ホ ームペー ジ等によ りぬ表す る。

（２）祖 肖諜 は、 調達実績につ いて 、会計年度の終了 後、 市ホ ームペー ジ等 によ りか表

する。

１０　調達の目標

目Ｘ票額　過去 ５年間の実績額の うち 、最 も高 い実績額 を上回る額

１１　 その他

障害者就労施設等からの物品等の調をの推進に資する よう に、 必・にホ じて、本

方針の見直しを行 うも のと する。

附則

本方針は、令和６年４ ｊｊ １０ 日から施行する。


